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令和５年長審第５号 

裁    決 

貨物船Ａ乗揚事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

海技免許 四級海技士（航海） 

 

本件について、当海難審判所は、理事官川西篤史出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和４年８月４日２３時５３分少し前 

長崎県肥前大島港北東方沖合 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 貨物船Ａ 

 総 ト ン 数 ４９９トン 

全   長 ７４.２０メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 

出   力 １,３２３キロワット 
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３ 事実の経過 

 (1) 構造及び設備等 

   Ａは、平成１９年８月に進水した全通二層甲板船尾船橋型の鋼製

貨物船で、上甲板に設けた３層の船室の最上層に操舵室を配し、同

室前部中央に操舵スタンドがあり、同スタンドの左舷側にレーダー

２台が、右舷側に電子海図システム、ＡＩＳ受信機、機関遠隔操縦

装置及びＧＰＳプロッターがそれぞれ設置されていた。 

また、ａ受審人は、平素、手動操舵中にレーダー及びＧＰＳプロ

ッターの各画面を見る際、一時的に自動操舵に切り換え、操舵スタ

ンドを離れていた。 

(2) 寺島水道及び肥前大島港の状況等 

寺島水道は、長崎県端
はし

ノ島、大島及び寺島の各東岸と同県西彼杵
にしそのぎ

半島西岸との間にある最狭部の幅が約８００メートルの水道で、大

島東岸には肥前大島港が位置し、同港北側には造船所が、端ノ島南

端の南方約５２０メートル沖合には中ノ曽根灯浮標が、同島南端の

南南西方約３６０メートル沖合には沖ノ曽根と称される浅所がそれ

ぞれあり、海図Ｗ１２３５には、上げ潮流が北方に向かって流れる

ことが表示されていた。 

また、造船所は、同所敷地内東側に南北方向に延びる建造ドック

を配し、同ドックをまたいで移動する門型クレーン及び建造ドック

西側に隣接する北に面した岸壁のエプロンに東西方向に敷いた長さ

約３３０メートルのクレーン走行レール（以下「走行レール」とい

う。）の上を移動するクレーン（以下「移動クレーン」という。）

を設置していた。 

そして、ａ受審人は、移動クレーンが走行レール東端にあるのを

複数回見ていたことから、同クレーンが走行レール東端に固定され
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ているものと考え、平素、目視のみにより造船所に向かって入航す

る際、移動クレーンを船首目標としていた。 

(3) 経歴等 

   ａ受審人は、昭和５０年に海技免状を取得し、昭和５３年内航船

に航海士として乗り組むようになり、約１３年間の航海士を経て、

平成３年から平成２９年まで内航船の船長職を執り、毎年複数回端

ノ島南方沖合を西行して造船所敷地内の岸壁に着岸していた。 

その後、ａ受審人は、約４年間の陸上勤務を経て、令和３年９月

に初めてＡに船長として乗船し、同年１１月造船所の岸壁に着岸し

たのち、更に１回着岸していた。 

(4) 端ノ島周辺海域における航海計画の状況 

   ａ受審人は、Ａで初めて造船所に向けて航海を始める前、海図、

水路誌及び潮汐表で水路調査を行い、端ノ島東方沖合までの針路線

を海図に記入するとともにＧＰＳプロッターに入力し、同沖合を南

下したのち右転し、走行レール東端に向けて２５０度（真方位、以

下同じ。）の針路とし、中ノ曽根灯浮標と沖ノ曽根の間の水路を同

灯浮標に寄って通過することにより沖ノ曽根を避ける計画を立て、

海図に針路線を記入していた。 

(5) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ受審人ほか４人が乗り組み、鋼製厚板１,７７７トンを

積載し、船首３.６５メートル船尾４.９０メートルの喫水をもって、

令和４年８月２日０１時４０分千葉県木更津港を発し、肥前大島港

北側の造船所に向かった。 

ａ受審人は、翌々４日１９時３０分佐賀県加部
か べ

島北東方沖合で一

等航海士と単独の船橋当直を交替し、ＧＰＳプロッター及びレーダ

ー２台をそれぞれ作動させ、九州西方沖合を平戸瀬戸経由で南下し
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た。 

ａ受審人は、端ノ島東方沖合に至って減速しながら南下を続け、

同島南東岸沖合に達して右転を開始し、２３時４９分半少し前端ノ

島四等三角点（以下「端ノ島三角点」という。）から１５６.５度

１９０メートルの地点で、移動クレーンがＡと沖ノ曽根を結ぶ線の

延長線上にあることを知らず、船首を同クレーンの明かりに向けて

針路を２５０度に定め、折からの潮流によって右方へ１度圧流され、

２.４ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により

進行した。 

定針したとき、ａ受審人は、沖ノ曽根まで３７０メートルとなり、

その後沖ノ曽根に向首接近する状況であったが、移動クレーンの明

かりに船首を向けて２５０度の針路とすれば、目視だけで無難に航

行できるものと思い、ＧＰＳプロッターで沖ノ曽根との相対位置関

係を把握するなど、船位の確認を十分に行わなかったので、このこ

とに気付かなかった。 

   こうして、ａ受審人は、沖ノ曽根に向首したまま、機関の後進テ

ストを２回繰り返したのち増速を開始して続航し、２３時５３分少

し前端ノ島三角点から２２３.５度４１０メートルの地点において、

Ａは、原針路のまま、３.８ノットの速力となったとき、沖ノ曽根

に乗り揚げた。 

当時、天候は晴れで風力１の東南東風が吹き、視界は良好で、潮

候は上げ潮の末期に当たり、乗揚地点付近には北方に向かう微弱な

潮流があった。 

乗揚の結果、船底外板に凹損などを生じたが、のち修理された。 

 

（原因及び受審人の行為） 
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 本件乗揚は、夜間、肥前大島港北東方沖合において、造船所に向けて

航行する際、船位の確認が不十分で、沖ノ曽根に向首進行したことによ

って発生したものである。 

 ａ受審人は、夜間、肥前大島港北東方沖合において、造船所に向けて

端ノ島南方沖合を西行する際、沖ノ曽根の所在を承知していたから、沖

ノ曽根に向首進行することのないよう、ＧＰＳプロッターで沖ノ曽根と

の相対位置関係を把握するなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務

があった。しかるに、同人は、移動クレーンの明かりに船首を向けて２

５０度の針路とすれば、目視だけで無難に航行できるものと思い、船位

の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、沖ノ曽根に向首進行

して沖ノ曽根に乗り揚げる事態を招き、船体に損傷を生じさせるに至っ

た。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

令和５年１０月４日 

長崎地方海難審判所 

 審 判 官  八  田  一  郎 

 

 


